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（Ｖｅｒ．３Ａ） 

小売電気事業者・一般送配電事業者間 
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はじめに 

 

現在、産業界においては、産業の情報化の進展に伴い、業務の迅速化、高精度化、低コスト化を実現するため

に広く認められた標準を使用して、関係する企業及び業界間でデータの電子的な相互交換を行うEDI（Electronic 

Data Interchange）が行なわれており、各業界内だけでなく業際大でもその推進活動が活発化してきている。 

そこで、今般、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）は、業務規程に基づき、広く意見募集を実施し

系統利用者の意見聴取を行うとともに、全ての一般送配電事業者（以下「送配電事業者」）、並びに複数の特定規模

電気事業者と協議の上、小売電気事業者等と送配電事業者との間でEDIを行う際に必要となる事項のうち、システム

に関連する基本的な共通事項を「小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格」（以下「本規格」という。）

として規定し、業務毎に適用すべき事項をビジネスプロトコル標準規格として規定する。 
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よる変更 

『送配電

部門末梢』 

規格改定
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[改訂履歴] 

版 制（改）定年月日 制（改）定概要 備考 

3A 2015年 5月 19日 新規制定  

3A 2015年 9月 9日 誤記修正  

3A 2017年 3月 13日 ・ネガワット取引の開始を受け、需要抑制契約者を対

象に含むよう修正 

・字句修正 

 

3A 2021年 3月 11日 ・「小売電気事業者・一般送配電事業者間EDI共通規

格」から「電気事業者間における電力量提供等EDI共

通規格」への名称変更とそれに伴う表記変更等 

・発電 30分電力量の提供に伴う追記等 
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１．目的 

本規格は、小売電気事業者（接続供給契約を締結する契約者）、需要抑制契約者、発電契約者（以降以下、小売

電気事業者等という）と送配電事業者間の情報連携において、企業間EDIを行うために必要となる規格のうち、シス

テムに関連する基本的な共通事項について規定する。 

 

２．概要 

 

２．１ 標準化の考え方 

システム面の標準化が電力小売自由化における参入障壁を高めることのないように、小売電気事業者等へ過度

な負担を掛けない方針で本規格を規定する。 

通信方式としては、導入・運用が簡便な画面提供及びWeb型のインターネットEDIを採用し、表現規格は、社内基

幹システムのデータフォーマットへの変換が比較的容易に実装可能なXML形式とする。標準メッセージは、業務毎

に適用すべき事項として、ビジネスプロトコル標準にて規定する。規定概要を図２－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－１ 規格概要 

 

２．２ システム概要 

システム概要を図２－２に示す。 

小売電気事業者等と送配電事業者との情報連携は、インターネット網を介して行う。なお、Ｗｅｂサーバ（又は、単

にサーバ）、Webクライアント（又は、単にクライアント）とは、通信プロトコル上の区別を指し、実際のハードウェアを

指す場合は、サーバマシン、クライアントマシンと記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 

『発電契

約者』 

変更 

合わせて 

小売事業

者も契約

者を 

追記 

『接続供

給契約を

締結する

契約者』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webサーバ 

 

Webサーバ 

 

Webクライアント 

送配電事業者 小売電気事業者等 インターネット網 

HTTPS 

HTTPS 

 
標準メッセージ 

構文規則 

(シンタックスルール) 
通信方式・通信プロトコル 

通信経路 

本規格にて規定 

低圧30分電力量メッセージ、 

月間確定使用量メッセージ 等 
ＸＭＬ 

通信プロトコル：HTTP（REST）方式 

通信方式：画面方式、PULL方式 

インターネット網 

各ビジネスプロトコル

標準にて規定 
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図 ２－２ システムの概要 

 

３．対象業務一覧 
本規格の適用対象となる業務と対応するビジネスプロトコル標準規格を表３－１に示す。 

 

表３－１ 対象業務一覧 

業務名 ビジネスプロトコル標準名 版 制（改）定日 標準メッセージ一覧 データ提供元 

30分電力量提供 

30分電力量提供業務 

ビジネスプロトコル標準規

格 

3A 2015/9/9 

特高・高圧 30分電力量メッセージ 送配電事業者 

特高・高圧日毎30分電力量メッセー

ジ 
送配電事業者 

低圧 30分電力量メッセージ 送配電事業者 

低圧日毎 30分電力量メッセージ 送配電事業者 

確定使用量通知 

確定使用量通知業務 

ビジネスプロトコル標準規

格 

3A 2017/3/13 

特高・高圧月間確定使用量メッセー

ジ 
送配電事業者 

低圧月間確定使用量メッセージ 送配電事業者 

特高・高圧計量器取替メッセージ 送配電事業者 

低圧計量器取替メッセージ 送配電事業者 

特高・高圧臨時検針他メッセージ 送配電事業者 

低圧臨時検針他メッセージ 送配電事業者 

発電 30分電力

量提供 

発電 30分電力量提供業務

ビジネスプロトコル標準規

格 

3A 2021/x/x 

特高・高圧発電30分電力量メッセー

ジ 
送配電事業者 

特高・高圧日毎発電 30分電力量 

メッセージ 
送配電事業者 

低圧発電 30分電力量メッセージ 送配電事業者 

低圧日毎発電30分電力量メッセー

ジ 
送配電事業者 

 ※必要に応じ適用対象となる業務は、追加を行う。 
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発電30分
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４．システム実装 

４．１ 通信経路 

インターネット網を利用する。 

 

４．２ 通信方式 

小売電気事業者等にＷｅｂクライアントを、送配電事業者に Web サーバを設置する。小売電気事業者等から送配電

事業者へデータを取得する方式とする。（図４－１参照）データを取得する方式（以下「取込方式」という。）は、画面操作

による手動取込方式と PULL型の連携による自動取込方式を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 通信方式 

 

 

 

 

 

Webクライアント 

小売電気事業者等 インターネット網 

HTTPS 

 

 

 

Webサーバ 

送配電事業者 

送配電事業者が自社の Webサーバに登録したデータ

を小売電気事業者等が受信 
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・4.2.1 ファイル交換の基本的な流れ 

 

ファイル交換の基本的な流れを図４－２に示す。 

 

①サーバ認証、クライアント認証  

電子証明書によるSSL相互認証を行う。 

 

②要求内容の確認 

小売電気事業者等が受信可能なファイルの一覧を取得し、受信するファイルを個別に指定する。 

 

③受信処理 

小売電気事業者等が指定したファイルを受信する。 

 
 

 

図４－２ 基本的な流れ 

 

（a）自動取込方式 

自動方式で小売電気事業者等がファイルを取得する処理イメージを図４－３に示す。 

 

 
処理概要 

① 電子証明書による SSL相互認証を行う。 

② サーバから受信可能ファイル一覧を取得する。 

③ 受信可能ファイルの一覧と小売電気事業毎の受信履歴から未受信のファイルを指定する。なお、サーバ上に期待するフ

ァイルが提供されていない場合は、３０秒以上の間隔で②からリトライを行う。 

④ 指定したファイルを自動で受信する。 

⑤ 一定時間毎に上記①～④の処理を繰り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 小 売 電
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削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 ファイル交換の基本的な流れ 

ファイル交換の基本的な流れを図４－２に示す。 

 

① サーバ認証、クライアント認証  

電子証明書による SSL相互認証を行う。 

 

② 要求内容の確認 

小売電気事業者等が受信可能なファイルの一覧を取得し、受信するファイルを個別に指定する。 

 

③ 受信処理 

小売電気事業者等が指定したファイルを受信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２ 基本的な流れ 

 

（a）自動取込方式 

自動方式で小売電気事業者等がファイルを取得する処理イメージを図４－３に示す。 

 

 
処理概要 

① 電子証明書による SSL相互認証を行う。 

② サーバから受信可能ファイル一覧を取得する。 

③ 受信可能ファイルの一覧と小売電気事業毎の受信履歴から未受信のファイルを指定する。なお、サーバ上に期待するファイ

ルが提供されていない場合は、３０秒以上の間隔で②からリトライを行う。 

④ 指定したファイルを自動で受信する。 

⑤ 一定時間毎に上記①～④の処理を繰り返す。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図４－３ 処理イメージ 

 

①サーバ認証、クライアント認証 

②要求内容の確認 

③受信処理 
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送配電事業者 

 

 

 

Webクライアント 

 

 

小売電気事業者等 

④ファイルの受信 

③受信履歴のない未受信のファイルを指定 

⑤一定時間毎に繰り返し 

自動処理 

②受信可能ファイル一覧の取得 

リトライ 

①サーバ認証、クライアント認証 

 

 

 

 

Webサーバ 

 

 

送配電事業者 

 

 

 

Webクライアント 

 

 

小売電気事業者等 
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図４－３ 処理イメージ 

・変更なし 
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 

 

 
 

 

 

 

 

 

・変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

26/30 

  

小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4 メッセ－ジの圧縮 

メッセージファイルは、ｚｉｐ形式で圧縮する。圧縮後の名称付与規則を図４－２１に示す。 

なお、分割している場合は、物理的なメッセージファイル毎に圧縮を行う。 

       

（圧縮後）メッセージファイル名  ＝  拡張子(.xml)を含めないメッセージファイル名 ．ｚｉｐ  

 

図４－２１ メッセージファイル名称構成 

 

 

4.6.5 サーバ運用時間 

表４－２０に示すとおり、サ－バの運用時間はメンテナンス等により停止する場合を除き、全日全時

間帯とする。 

メンテナンス等により停止する場合は、送配電事業者は、事前に小売電気事業者等へ連絡を行う。 

 

表４－２０ サーバ運用時間 

平日 休､祝日 特定日（注） 

全時間帯 全時間帯 全時間帯 

（注）特定日とは、正月、調整連続休暇、夏期休暇等の休日 

を意味する。 

 

4.6.6 未受信への対応 

受信者の未受信を回避するための督促や障害連絡方法については規定しない。 

 

4.6.7 二重受信への対応 

受信者の再取込等により発生する二重受信は、"ファイル名"と"ファイルサイズ"により判断し、受信

者の責任で処置する。 

 

4.6.8 送信者への受信結果の報告 

小売電気事業者等から送配電事業者への受信結果の報告は行わない。ファイルの受信に失敗した場合

に、再度受信処理を行うか否かは小売電気事業者等で判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 

 

変更 

一般的な

表現に変
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『休、祝

日』 
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．共通データ 

 

５．１ 利用文字コ－ド 

使用する文字集合は、ＪＩＳ－Ｘ０２０１（英数字、半角カナ文字）、ＪＩＳ－Ｘ０２０８（第一・

第二水準漢字）とし、文字コードは、UTF-8を用いる。 

 

５．２ 共通データコ－ド 

共通データコードを表５－１、表５－２に示す。 

 

表５－１ メッセージグループヘッダの共通コード 

タグ名 データ要素名 属性 コード値 意味 

JPC03 運用モード X(1) 
1 テストデータ 

0or△ 通常データ 

JPC06 発信者コード X(12) 先頭5桁を本機関が設定する「事業者コード(5桁)」とし、

残り7桁を”0”とした12桁のコードを使用する JPC09 受信者コード X(12) 

JPC10 ＢＰＩＤ機関コード X(4) OCTO 電力広域的運営推進機関 

JPC11 
ＢＰＩＤ副機関コー

ド 
X(2) 

W1 （旧規格）同時同量支援業務 

W4 30分電力量提供業務 

W5 確定使用量の通知業務 

WA 発電30分電力量提供業務 

JPC12 ＢＰＩＤ版 X(2) 

3C （旧規格）同時同量支援業務BPの版 

3A 30分電力量提供業務BPの版 

3A 確定使用量の通知業務BPの版 

3A 発電30分電力量提供業務BPの版 

JPC14 情報区分コード X(4) 表５－２ データ要素の共通コードJP00002を参照 

JPC21 構文規則識別版数 X(6) 1.1-1A シンタックスルールの版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

発電30分

電力量提

供業務追

加による

副機関コ

ード，ＢＰ

ＩＤ版追
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

表５－２ データ要素の共通コード 

タグ名 データ要素名 属性 コード値 意味 

JP00002 情報区分コード X（４） 

0110 特高・高圧30分電力量メッセージ 

0120 特高・高圧日毎30分電力量メッセージ 

1110 低圧30分電力量メッセージ 

1120 低圧日毎30分電力量メッセージ 

1210 特高・高圧月間確定使用量メッセージ 

1220 低圧月間確定使用量メッセージ 

1310 特高・高圧計量器取替メッセージ 

1320 低圧計量器取替メッセージ 

1410 特高・高圧臨時検針他メッセージ 

1420 低圧臨時検針他メッセージ 

2110 特高・高圧発電30分電力量メッセージ 

2120 特高・高圧日毎発電30分電力量メッセージ 

3110 低圧発電30分電力量メッセージ 

3120 低圧日毎発電30分電力量メッセージ 

JP06110 送信者コード X(5) 
本機関が設定する「事業者コード」を用いる 

JP06112 受信者コード X(5) 

JP06122 収集成否コード X(1) 
0 30分電力量収集成功 

1 30分電力量収集失敗 

JP06219 時刻コード X(2) 01～48 
01:【0:00～0:30】、02:【0:30～1:00】、 

     ･･･、48:【23:30～24:00】 

JP06404 仕訳コード X(1) 

1 仕訳なし（全量） 

2 部分供給（横切り） 

3 部分供給（縦切り） 

4 部分供給（通告型） 

5 部分供給（複合型） 

6 自家補別契約（常時） 

7 自家補別契約（自家補） 

JP06405 提供可否コード X(1) 
0 可 

1 否 

JP06444 更新コード X(1) 
0 更新なし 

1 更新あり 

JP06407 計器区分コード X(1) 

1 常用 

2 予備Ａ 

3 予備Ｂ 

4 付帯 

5 付帯外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

発電30分
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小売電気事業者等・一般送配電事業者間EDI共通規格（旧） 電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格（新） 備 考 

 

６．システム管理範囲 

図６－１に示すとおり、小売電気事業者等と送配電事業者のシステムの管理範囲は、当該事業者が設置する設備の

範囲とし、この範囲の設備が原因で障害や問題が発生した場合は、当該設備を管理する事業者が主体となって対応す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１ システムの管理範囲 

 

 

７．費用分担 

各事業者が契約するプロバイダ・アクセスポイントまでの通信費用、プロバイダ費用、電子証明書関連費用等につい

ては当該事業者の負担とする。 

 

 

 

 

 

以 上 

送配電事業者が設置する設備範囲 

送配電事業者が 

契約する電気通信事業者、

プロバイダ等 

小売電気事業者等が 

契約する電気通信事業者、

プロバイダ等 

 

F/W 
F/W 

小売電気事業者等の管理

範囲 

送配電事業者の管理範囲 

インタ－ネット網 
Web 

クライアント 

Web 

サーバ 

小売電気事業者等が設置する設備範囲 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 その他 

JP06429 
取付/取外区分コー

ド 

X(1) 

 

1 取付計器 

2 取外計器 

・変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 


